
１ 島根県の給与・定員管理等について

⑴ 総括

ア 人件費の状況（普通会計決算）

区 分
住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人 件 費 人件費率 (参考)

(平成29年１月１日) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 27年度の人件費率

平成28 人 千円 千円 千円 ％ ％

年度 696,382 485,721,474 7,946,665 121,124,629 24.9 24.1

イ 職員給与費の状況（普通会計決算）

区 分
職員数 給 与 費 １ 人 当 た り （参考）都道府県平均

Ａ 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 給与費 Ｂ／Ａ １人当たり給与費

平成 28 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年度 12,664 56,695,703 10,855,392 19,506,960 87,058,055 6,874 7,171

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成28年４月１日現在の人数である。

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が

含まれており、職員数には当該職員を含んでいない。

ウ 特 記 事 項

現 在 、 職 員 の 給 与 に つ い て は 、 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 29年 島 根 県 条

例 第 ７ 号 ） に 基 づ き 、 平 成 31年 ３ 月 31日 ま で の 間 、 次 の と お り 減 額 措 置 を 行 っ て い る 。

区分 給料月額 給料月額を算出基礎とする諸手当

（退職手当を除く。）のはね返り

知事 10％ 10％

副知事 8％ 8％

常勤の監査委員 6％ 6％

病院事業管理者 6％ 6％

教育長 6％ 6％

エ ラスパイレス指数の状況

（注） ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較す

るため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行

政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数である。

オ 給与改定の状況（平成29年４月１日実施）

(ア) 月例給

人事委員会の勧告 (参考)

区 分 民間給与 公務員給与 較差 勧告 給与改定率
国の改定率

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ （改定率）
(平 成 2 9年 ４

月１日実施)

平 成 2 9 円 円 円 ％ ％ ％

年度 363,126 362,666 460 0.13 0.13 0.15
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0.13％

（注） 「民間給与」及び「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額

をラスパイレス比較した平均給与月額である。

(イ) 特別給

人事委員会の勧告 (参考)

区 分 民間の支給 公務員の 較差 勧告 年間支給月数 国の年間

割合 Ａ 支給月数 Ｂ Ａ－Ｂ （改定月数） 支給月数

平 成 2 9 月 月 月 月 月 月

年度 4.04 3.95 0.09 0.10 4.05 4.40

（注） 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公

務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

カ 給与制度の総合的見直しの実施状況について

(ア) 給料表の見直し

ａ 給料表の改定実施時期

平成27年４月１日

ｂ 内容

一般行政職の給料表については、国の見直し内容を踏まえ、平均約２％（最大約４％）引

下げ。激変緩和のため、５年間（平成32年３月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

(イ) 地域手当の見直し

国と同様に見直しを実施（島根県内は支給なし）

(ウ) その他の見直し

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施（平成27年４

月１日実施）

⑵ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

ア 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成29年４月１日現在）

(ア) 一般行政職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

島根県 43.7歳 329,445円 397,264円 354,869円

国 43.6歳 330,531円 －円 410,719円

都道府県平均 43.1歳 328,772円 414,485円 371,274円

(イ) 高等学校教育職

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

島根県 45.2歳 371,317円 420,293円

都道府県平均 44.8歳 377,225円 440,594円

(ウ) 小・中学校教育職

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

島根県 46.0歳 367,200円 409,183円

都道府県平均 43.3歳 363,803円 420,442円

(エ) 警察職

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

島根県 38.4歳 320,065円 429,534円 345,220円

国 41.2歳 315,864円 －円 371,729円

都道府県平均 38.4歳 320,446円 456,343円 368,063円

（注）１ 「平均給料月額」とは、平成29年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の

平均である。



２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、

時間外勤務手当等の全ての諸手当の額を合計したものであり、「地方公務員給与実態調

査」において明らかにされているものである。

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務

手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じ

ベースで再計算したものである。

イ 職員の初任給の状況（平成29年４月１日現在）

区 分 島根県 国

一般行政職 大 学 卒 179,215円 178,200円

高 校 卒 146,932円 146,100円

高等学校教育職 大 学 卒 200,637円 －

小・中学校教育職 大 学 卒 200,637円 －

警 察 職 大 学 卒 208,280円 206,900円

高 校 卒 172,578円 168,400円

ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成29年４月１日現在）

区 分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職 大学卒 256,594円 353,937円 380,176円 398,904円

高校卒 219,510円 302,306円 347,085円 365,704円

高等学校教育職 大学卒 294,981円 376,841円 401,169円 417,914円

小・中学校教育職 大学卒 298,684円 373,699円 394,318円 407,911円

警 察 職 大学卒 282,003円 381,957円 397,436円 416,577円

高校卒 257,623円 345,739円 386,968円 412,432円

⑶ 一般行政職の級別職員数等の状況

ア 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成29年４月１日現在）

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の 最高号給の

給料月額 給料月額

１ 級 主事、技師
人 ％

417 11.3 142,407円 248,005円

２ 級 主任主事、主任技師
人 ％

362 9.8 192,792円 305,129円

３ 級 主任
人 ％

661 17.9 229,199円 351,190円

４ 級 企画員
人 ％

931 25.2 262,588円 382,367円

５ 級 グループリーダー
人 ％

789 21.4 288,736円 394,435円

６ 級 課長
人 ％

442 12.0 319,510円 411,733円

７ 級 課長
人 ％

25 0.7 363,862円 446,631円

８ 級 次長
人 ％

42 1.1 409,621円 470,466円

９ 級 部長
人 ％

21 0.6 460,208円 529,702円

（注）１ 「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

２ 「職員数」は、職員の給与に関する条例（昭和26年島根県条例第１号）に基づく給

料表の級区分による職員数である。



イ 昇給への人事評価の活用状況（島根県）

⑷ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

島 根 県 国

１人当たり平均支給額（平成28年度）
－

1,535千円

（平成28年度支給割合） （平成28年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.40 月分 1.55 月分 2.60 月分 1.70 月分

(1.25)月分 (0.85)月分 (1.45)月分 (0.80)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 ５～20％ 役職加算 ５～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 10～ 25％

（注） ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。
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イ．人事評価を活用している

　活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

　　上位、標準、下位の区分

　　上位、標準の区分

　　標準、下位の区分

　　標準の区分のみ（一律）

ロ．人事評価を活用していない

　　活用予定時期 － －

平成29年4月2日から平成30年4月1日
までにおける運用

管理職員 一般職員

○ ○



◯ 勤勉手当への人事評価の活用状況（島根県）

イ 退職手当（平成29年４月１日現在）

島 根 県 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

勤 続 2 0 年 20.445月分 25.55625月分 勤 続 2 0 年 20.445月分 25.55625月分

勤 続 2 5 年 29.145月分 34.5825月分 勤 続 2 5 年 29.145月分 34.5825月分

勤 続 3 5 年 41.325月分 49.59月分 勤 続 3 5 年 41.325月分 49.59月分

最高限度額 49.59月分 49.59月分 最高限度額 49.59月分 49.59月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 定年前早期退職特例措置（２～45％加算）

１人当たり平均支給額

3,628千円 22,438千円

（注）「１人当たり平均支給額」は、平成28年度に退職した職員に支給された退職手当の平均額

である。

ウ 地域手当（平成29年４月１日現在）

支 給 実 績（平成28年度） 58,049千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 795,192円

支給対象地域・職種 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

東京都（特別区） 20％ 24人 20％

大阪府大阪市 16％ 10人 16％

愛知県名古屋市 15％ 1人 15％

広島県広島市 10％ 11人 10％

岡山県岡山市 3％ 1人 3％

宮城県石巻市 1.5％ 2人 0％

上記以外の市町村 0％ 12,558人 0％

医師・歯科医師 16％ 32人 16％

平 均 支 給 率 15.8％ 15.8％

地域手当補正後ラスパイレス指数 98.0

（ラスパイレス指数） （98.0）

（注）１ 宮城県石巻市の2人は、地方自治法第252条の17の規定に基づく自治法派遣者であり、

派遣協定に基づき宮城県の関係規定により地域手当を支給している。

２ 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給した

イ．人事評価を活用している

　活用している成績率
支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

　　上位、標準、下位の成績率

　　上位、標準の成績率

　　標準、下位の成績率

　　標準の成績率のみ（一律）

ロ．人事評価を活用していない

　　活用予定時期 H30.6月 H30.6月

平成29年度中における運用 管理職員 一般職員

○ ○



と仮定した場合の加重平均の支給率である。

３ 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員

と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイ

レス指数。（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋

国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

エ 特殊勤務手当（平成29年４月１日現在）

支給実績（平成28年度） 580,574千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 80,234円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成28年度） 57.0％

手当の種類（手当数） 57

教員特殊業務手当

教育業務連絡指導手当

支給職員数の多い手当 夜間特殊業務手当（警察業務）

死体取扱手当

代表的な手当の名称 交通捜査取締手当

教員特殊業務手当

教育業務連絡指導手当

支給額の多い手当 夜間特殊業務手当（警察業務）

警ら手当

漁獲手当

オ 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 2 8 年 度 ） 2,717,093千円

職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 514千円

支 給 実 績 （ 平 成 2 7 年 度 ） 2,634,553千円

職員１人当たり平均支給年額（平成27年度） 481千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１

日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならな

い職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ そ の 他 の 手 当 （ 平 成 29年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人当

国 の 制
国 の 制 度 と

支 給 実 績 たり平均支給年

手 当 名 内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の
異 な る 内 容

（ 平 成 2 8 額

異 同 年 度 ） （ 平 成 2 8

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 10,000円 同 じ － 千 円 円

子 8,000円 1,4 89,589 225,320

父 母 等 6,500円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 2 2

歳 年 度 末 ま で ） の 子 の 加 算 5,000円

住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 67 4,8 71 271 ,360

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 交通用具の区分 千 円 円

定期券又は回数乗車券等の価額 及び距離の区分 1,1 74,186 107,251

最高支給限度額 55,000円 が異なる。

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42, 600円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 支給額 30,000円 異 な る 加算額が異な 千 円 円



任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80キ る（国:距離に 298,3 62 442,018

ロ以上の場合加算（距離により5,000円～70,000 より8,000円～

円） 70,000円）。

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び 千 円 円

調 整 手 給 支給額が異な 62,252 1,1 31, 852

当 支給額(月額) 5,000円～413,800円 る。

管 理 職 給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別 国：俸給の特 千 円 円

手 当 の 定 額 別調整額とし 819,375 584,433

支 給 額 41, 60 0円 ～ 130, 300円 て支給

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 千 円 円

務 手 当 に勤務する職員に支給 186,958 450,502

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額

×1/2)×４％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 千 円 円

務 手 当 って住居を移転した職員に支給 88,414 202,786

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×２％

る 手 当 ～６％

へ き 地 へき地学校等に勤務する教職員に支給 千 円 円

手 当 支給額 330,940 357,773

給料及び扶養手当の月額×４％～25％

へ き 地 へき地学校、へき地学校に準ずる学校等に異動し、 千 円 円

手 当 に 当該異動に伴って住居を移転した職員に支給 38,712 148,894

準 ず る 支給額 給料及び扶養手当の月額×２％～４％

手 当

定 時 制 高等学校で定時制又は通信制の課程の教育に従事 千 円 円

通 信 教 する教育職員に支給（実績に基づき支給） 10,828 118,985

育 手 当 支給額 定時制（夜間） １日 900円

通信制（日曜日）１日 2,400円

産 業 教 高等学校の農業、水産又は工業に関する実習授業 千 円 円

育 手 当 等に従事する教育職員に支給（実績に基づき支給） 20,624 82,828

支給額 実習を伴う授業 授業１時間 300円

週休日等に行われる業務

１日 600円又は1,200円

義 務 教 小・中・高・特別支援学校に勤務する教育職員に 千 円 円

育 等 教 支給 500,079 65,861

員 特 最高支給限度額 8,000円

別 手 当

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当 千 円 円

務 手 当 与額×135/100 たりの給与額 200,661 82,883

の算出方法が

異なる。

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５ 異 な る 勤務１時間当 千 円 円

務 手 当 時までの間に勤務した時支給 たりの給与額 62,248 70,798

支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 の算出方法が

与額×25/100 異なる。

宿 日 直 支給額（勤務１回につき） 同 じ － 千 円 円

手 当 2,100円～30,000円 413,326 169,119

管 理 職 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要等によ 同 じ － 千 円 円

員 特 別 り勤務した管理職員に支給 11,292 44,109

勤 務 手 週休日又は休日に勤務した場合



当 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

（実働時間が６時間を超える場合 6,000円～

18,000円）

平日の午前０時から午前５時までの間に勤務した

場合

支給額（勤務１回につき） 2,000円～6,000円

農 林 漁 農・林・水産業等に関する専門の事項について、 千円 円

業 普 及 調査研究を行う職員並びに技術及び知識の普及指 35,252 235,015

指 導 手 導を行う職員に支給

当 支給額 給料月額×6/100

災 害 派 災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方 実 績 な し 実 績 な し

遣 手 当 公共団体等から派遣された職員に支給

支給額(１日につき） 3,970円～6,620円

武 力 攻 武力攻撃事態等に至った際、国民保護のための措 実 績 な し 実 績 な し

撃 災 害 置の実施のため国又は他の地方公共団体等から派

等 派 遣 遣された職員に支給

手 当 支給額(１日につき） 3,970円～6,620円

新 型 イ 新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため 実 績 な し 実 績 な し

ン フ ル 国又は他の地方公共団体等から派遣された職員に

エ ン ザ 支給

等 緊 急 支給額(１日につき） 3,970円～6,620円

事 態 派

遣 手 当

⑸ 特別職の報酬等の状況（平成29年４月１日現在）

区 分 給 料 月 額 等

給 知 事 1,116,000円 （1,240,000円）

料 副 知 事 892,400円 （ 970,000円）

報 議 長 940,000円

副 議 長 820,000円

酬 議 員 760,000円

期
知 事 （平成28年度支給割合）

末
副 知 事 3.05月分

手
議 長 （平成28年度支給割合）

当
副 議 長 3.05月分

議 員

退 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

職 知 事 124万円×在職月数×0.51 3,035.52万円 任期毎

手 副 知 事 97万円×在職月数×0.36 1,676.16万円 任期毎

当 備 考 知事について10％、副知事については５％のカットを実施

（注）１ 「給料」及び「報酬」の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。

２ 「退職手当」の「（１期の手当額）」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、

１期（４年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

⑹ 職員数の状況

ア 部門別職員数の状況と主な増減理由

（単位：人）（各年４月１日現在）

区 分 職 員 数 対 前 年 主 な 増 減 理 由
部 門 平成29年 平成28年 増 減 数

一 議 会 22 22 0

総 務 498 479 19 総合戦略等の業務増

般 税 務 111 109 2 育休代替職員の増加

普 民 生 244 235 9 育休代替職員の増加、各種計画策定業



行 務の増

通 衛 生 464 458 6 育休代 替職員の増加、再任用職員 (フ

政 ル勤務)の増

会 労 働 51 51 0

部 農林水産 899 908 ▲ 9 育休代替職員の減

計 商 工 183 180 3 観光イベント業務増

門 土 木 788 797 ▲ 9 災害対応業務の縮小、事業進捗による

部 減

計

門 3,260 3,239 21 （参考：人口10万人当たり職員数 468.13人）

教育部門

7,554 7,605 ▲ 51 生徒数減による学級数の減少

警察部門

1,825 1,820 5 再任用職員(フル勤務)の増

小 計

12,639 12,664 ▲ 25 （参考：人口10万人当たり職員数1,814.95人）

公 病 院 1,085 1,053 32 看護師等の増

営 水 道 21 21 0

企会 下水道 19 17 2

業計 その他 69 63 6 水力発電所リニューアル事業等の業務増

等部 小 計

門 1,194 1,154 40

合 計

13,833 13,818 15

[15,277] [15,264] [ 13] （参考：人口10万人当たり職員数1,986.41人）

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。

２ [ ]内は、条例定数の合計である。

イ 年齢別職員構成の状況（平成29年４月１日現在）

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

区 分

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上



人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

職員数 57 528 1,051 1,123 1,066 1,127 1,544 1,658 1,770 1,905 1,814 190 13,833

ウ 職員数の推移

（単位：人・％）

年 度 平成 平成 平成 平成 平成 平成 過去5年間の

部門別 24年 25年 26年 27年 28年 29年 増減数（率）

一般行政 3,335 3,286 3,269 3,268 3,239 3,260 ▲ 75（▲2.2%）

教育 7,787 7,695 7,620 7,613 7,605 7,554 ▲ 233（▲3.0%）

警察 1,790 1,806 1,815 1,817 1,820 1,825 35（ 2.0%）

消防

普通会計計 12,912 12,787 12,704 12,698 12,664 12,639 ▲ 273（▲2.1%）

公営企業等会計計 1,093 1,105 1,125 1,140 1,154 1,194 101（ 9.2%）

総合計 14,005 13,892 13,829 13,838 13,818 13,833 ▲ 172（▲1.2%）

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

⑺ 公営企業職員の状況

ア 企業局

(ア) 総括

a 定員適正化目標

平成17年度策定の「企業局経営計画」の中で、平成22年までに10％程削減する計画につい

て達成した。

(イ) 水道事業

ａ 職員給与費の状況

(ａ) 決算

総費用に占める
(参考)

区 分
総費用 純損益又は 職員給与費

職員給与費比率
平成27年度の総費用

Ａ 実質収支 Ｂ
Ｂ／Ａ

に占める職員給与費

比率

平成28 千円 千円 千円 ％ ％

年度 1,950,408 161,873 168,872 8.7 5.2

区 分
職員数 給 与 費 １人当たり （参考）都道府県平均

Ａ 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 給与費Ｂ／Ａ １人当たり給与費

平成 28 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年度 21 82,988 13,713 30,715 127,416 6,067 6,929

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成29年３月31日現在の人数である。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成29年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

水道事業 43.8歳 336,832円 505,618円

（参考）一般行政職 43.7歳 340,241円 510,312円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ｃ 職員の手当の状況

(ａ) 期末手当・勤勉手当

島 根 県 （ 水 道 事 業 ） 島 根 県

１人当たり平均支給額（平成28年度） １人当たり平均支給額（平成28年度）

1,463千円 1,535千円

（平成28年度支給割合） （平成28年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.40 月分 1.55 月分 2.40 月分 1.55 月分

(1.25)月分 (0.85)月分 (1.25)月分 (0.85)月分



（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 ５～20％ 役職加算 ５～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 15～25％

（注） （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

(ｂ) 退職手当（平成29年４月１日現在）

島 根 県 （ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤 続 2 0 年 20.445月分 25.55625月分 勤 続 2 0 年 20.445月分 25.55625月分

勤 続 2 5 年 29.145月分 34.5825月分 勤 続 2 5 年 29.145月分 34.5825月分

勤 続 3 5 年 41.325月分 49.59月分 勤 続 3 5 年 41.325月分 49.59月分

最高限度額 49.59月分 49.59月分 最高限度額 49.59月分 49.59月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

１人当たり平均支給額 24,272千円 １人当たり平均支給額3,628千円 22,438千円

（注） 「島根県（企業局職員）」の「１人当たり平均支給額」は、平成26年度から平成

28年度までの間に勧奨又は定年により退職した水道事業、工業用水道事業及び電気

事業職員に支給された退職手当の平均額である。「島根県」の「１人当たり平均支

給額」は、平成28年度に退職した全職種の職員の退職手当の平均額である。

(ｃ) 地域手当（平成29年４月１日現在）

支 給 実 績（平成28年度） 0千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 0円

支給対象地域・職種 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

東京都（特別区） 20％ 1人 20％

(ｄ) 特殊勤務手当（平成29年４月１日現在）

支給総額（平成28年度） 572千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 38,133円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成28年度） 71.4％

手当の種類（手当数） ４

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交

渉手当 夜間特殊業務手当

(ｅ) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 2 8 年 度 ） 3,844千円

職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 202千円

支 給 実 績 （ 平 成 2 7 年 度 ） 5,285千円

職員１人当たり平均支給年額（平成27年度） 278千円

（ 注 ） 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 額 を 算 出 す る 際 の 職 員 数 は 、「 支 給 実 績 」 と 同

じ 年 度 の ４ 月 １ 日 現 在 の 総 職 員 数 （ 管 理 職 員 、 教 育 職 員 等 、 制 度 上 時 間 外

勤 務 手 当 の 支 給 対 象 と は な ら な い 職 員 を 除 く 。） で あ り 、 短 時 間 勤 務 職 員

を 含 む 。

(ｆ ) そ の 他 の 手 当 （ 平 成 29年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人当

国 の 制
国 の 制 度 と

支 給 実 績 たり平均支給年

手 当 名 内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の
異 な る 内 容

（ 平 成 2 8 額

異 同 年 度 ） （ 平 成 2 8

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 10,000円 同 じ － 千 円 円

子 8,000円 1,878 234,750

父 母 等 6,500円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 2 2

歳 年 度 末 ま で ） の 子 の 加 算 5,000円



住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 822 274 ,000

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 交通用具の区分 千 円 円

定期券又は回数乗車券等の価額 及び距離の区分 2,8 95 170,2 71

最高支給限度額 55,000円 が異なる。

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42, 600円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 支給額 30,000円 異 な る 加算額が異な 千 円 円

任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80キ る（国:距離に 424 4 24, 000

ロ以上の場合加算（距離により5,000円～58,000 より8,000円～

円） 70,000円）。

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び 実 績 な し 実 績 な し

調 整 手 給 支給額が異な

当 支給額(月額) 5,000円～413,800円 る。

管 理 職 給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別 国：俸給の特 千 円 円

手 当 の 定 額 別調整額とし 1,790 895,086

支 給 額 41, 60 0円 ～ 130, 300円 て支給

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 に勤務する職員に支給

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額

×1/2)×４％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 って住居を移転した職員に支給

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×２％

る 手 当 ～６％

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当 千 円 円

務 手 当 与額×135/100 たりの給与額 817 58, 329

の算出方法が

異なる。

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５ 異 な る 勤務１時間当 千 円 円

務 手 当 時までの間に勤務した時支給 たりの給与額 671 1 67, 856

支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 の算出方法が

与額×25/100 異なる。

宿 日 直 支給額(勤務１回につき） 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

手 当 2,100円～30,000円

管 理 職 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要等によ 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

員 特 別 り勤務した管理職員に支給

勤 務 手 週休日又は休日に勤務した場合

当 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

（実働時間が６時間を超える場合 6,000円～

18,000円）

平日の午前０時から午前５時までの間に勤務した

場合

支給額（勤務１回につき） 2,000円～6,000円

(ウ) 工業用水道事業



ａ 職員給与費の状況

(ａ) 決算

総費用に占める
(参考)

区 分
総費用 純損益又は実 職員給与費

職員給与費比率
平 成 2 7年 度 の 総 費

Ａ 質収支 Ｂ
Ｂ／Ａ

用 に 占 め る 職 員 給

与費比率

平成28 千円 千円 千円 ％ ％

年度 158,170 44,374 23,278 14.7 14.6

区 分
職員数 給 与 費 １人当たり （参考）都道府県平均

Ａ 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 給与費Ｂ／Ａ １人当たり給与費

平成 28 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年度 3 11,682 3,089 4,358 19,129 6,376 6,451

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成29年３月31日現在の人数である。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成29年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

工業用水道事業 36.5歳 304,077円 531,353円

（参考）一般行政職 43.7歳 340,241円 510,312円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ｃ 職員の手当の状況

(ａ) 期末手当・勤勉手当

島根 県（工業用水道事 業） 島 根 県

１人当たり平均支給額（平成28年度） １人当たり平均支給額（平成28年度）

1,453千円 1,535千円

（平成28年度支給割合） （平成28年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.40 月分 1.55 月分 2.40 月分 1.55 月分

(1.25)月分 (0.85)月分 (1.25)月分 (0.85)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 ５～20％ 役職加算 ５～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 15～25％

（注） ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(ｂ) 退職手当（平成29年４月１日現在）

島 根 県 （ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤 続 2 0 年 20.445月分 25.55625月分 勤 続 2 0 年 20.445月分 25.55625月分

勤 続 2 5 年 29.145月分 34.5825月分 勤 続 2 5 年 29.145月分 34.5825月分

勤 続 3 5 年 41.325月分 49.59月分 勤 続 3 5 年 41.325月分 49.59月分

最高限度額 49.59月分 49.59月分 最高限度額 49.59月分 49.59月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

１人当たり平均支給額 24,272千円 １人当たり平均支給額3,628千円 22,438千円

（注） 「島根県（企業局職員）」の「１人当たり平均支給額」は、平成26年度から平成

28年度までの間に勧奨又は定年により退職した水道事業、工業用水道事業及び電気

事業職員に支給された退職手当の平均額である。「島根県」の「１人当たり平均支

給額」は、平成28年度に退職した全職種の職員の退職手当の平均額である。

(ｃ) 地域手当（平成29年４月１日現在）



支給対象なし

(ｄ) 特殊勤務手当（平成29年４月１日現在）

支給総額（平成28年度） 329千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 109,666円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成28年度） 100.0％

手当の種類（手当数） ４

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交

渉手当 夜間特殊業務手当

(ｅ) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 2 8 年 度 ） 464千円

職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 155千円

支 給 実 績 （ 平 成 2 7 年 度 ） 485千円

職員１人当たり平均支給年額（平成27年度） 162千円

（ 注 ） 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 額 を 算 出 す る 際 の 職 員 数 は 、「 支 給 実 績 」 と 同

じ 年 度 の ４ 月 １ 日 現 在 の 総 職 員 数 （ 管 理 職 員 、 教 育 職 員 等 、 制 度 上 時 間 外

勤 務 手 当 の 支 給 対 象 と は な ら な い 職 員 を 除 く 。） で あ り 、 短 時 間 勤 務 職 員

を 含 む 。

(ｆ ) そ の 他 の 手 当 （ 平 成 29年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人当

国 の 制
国 の 制 度 と

支 給 実 績 たり平均支給年

手 当 名 内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の
異 な る 内 容

（ 平 成 2 8 額

異 同 年 度 ） （ 平 成 2 8

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 10,000円 同 じ － 千 円 円

子 8,000円 780 260,000

父 母 等 6,500円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 2 2

歳 年 度 末 ま で ） の 子 の 加 算 5,000円

住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 交通用具の区分 千 円 円

定期券又は回数乗車券等の価額 及び距離の区分 366 122,000

最高支給限度額 55,000円 が異なる。

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42, 600円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 支給額 30,000円 異 な る 加算額が異な 実 績 な し 実 績 な し

任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80キ る（国:距離に

ロ以上の場合加算（距離により5,000円～70,000 より8,000円～

円） 70,000円）。

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び 実 績 な し 実 績 な し

調 整 手 給 支給額が異な

当 支給額(月額) 5,000円～413,800円 る。

管 理 職 給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別 国：俸給の特 実 績 な し 実 績 な し

手 当 の 定 額 別調整額とし

支 給 額 41, 60 0円 ～ 130, 300円 て支給

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 に勤務する職員に支給



支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額

×1/2)×４％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 って住居を移転した職員に支給

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×２％

る 手 当 ～６％

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当 千 円 円

務 手 当 与額×135/100 たりの給与額 586 195,416

の算出方法が

異なる。

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５ 異 な る 勤務１時間当 千 円 円

務 手 当 時までの間に勤務した時支給 たりの給与額 564 281,865

支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 の算出方法が

与額×25/100 異なる。

宿 日 直 支給額（勤務１回につき） 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

手 当 2,100円～30,000円

管 理 職 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要等によ 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

員 特 別 り勤務した管理職員に支給

勤 務 手 週休日又は休日に勤務した場合

当 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

（実働時間が６時間を超える場合 6,000円～

18,000円）

平日の午前０時から午前５時までの間に勤務した

場合

支給額（勤務１回につき） 2,000円～6,000円

(エ) 電気事業

ａ 職員給与費の状況

(ａ) 決算

総費用に占める
(参考)

区 分
総費用 純損益又は実 職員給与費

職員給与費比率
平成27年度の総費

Ａ 質収支 Ｂ
Ｂ／Ａ

用に占める職員給

与費比率

平成28 千円 千円 千円 ％ ％

年度 2,168,729 245,325 487,739 22.5 24.4

区 分
職員数 給 与 費 １人当たり （参考）都道府県平均

Ａ 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 給与費Ｂ／Ａ １人当たり給与費

平成 28 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年度 56 232,392 48,266 86,147 366,805 6,550 6,868

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成29年３月31日現在の人数である。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成29年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

電気事業 43.9歳 351,654円 545,843円

（参考）一般行政職 43.7歳 340,241円 510,312円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ｃ 職員の手当の状況

(ａ) 期末手当・勤勉手当

島 根 県 （ 電 気 事 業 ） 島 根 県

１人当たり平均支給額（平成28年度） １人当たり平均支給額（平成28年度）



1,538千円 1,535千円

（平成28年度支給割合） （平成28年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.40 月分 1.55 月分 2.40 月分 1.55 月分

(1.25)月分 (0.85)月分 (1.25)月分 (0.85)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 ５～20％ 役職加算 ５～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 15～25％

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(ｂ) 退職手当（平成29年４月１日現在）

島 根 県 （ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤 続 2 0 年 20.445月分 25.55625月分 勤 続 2 0 年 20.445月分 25.55625月分

勤 続 2 5 年 29.145月分 34.5825月分 勤 続 2 5 年 29.145月分 34.5825月分

勤 続 3 5 年 41.325月分 49.59月分 勤 続 3 5 年 41.325月分 49.59月分

最高限度額 49.59月分 49.59月分 最高限度額 49.59月分 49.59月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

１人当たり平均支給額 24,272千円 １人当たり平均支給額3,628千円 22,438千円

（注） 「島根県（企業局職員）」の「１人当たり平均支給額」は、平成26年度から平成

28年度までの間に勧奨又は定年により退職した水道事業、工業用水道事業及び電気

事業職員に支給された退職手当の平均額である。「島根県」の「１人当たり平均支

給額」は、平成28年度に退職した全職種の職員の退職手当の平均額である。

(ｃ) 地域手当（平成29年４月１日現在）

支給対象なし

(ｄ) 特殊勤務手当（平成29年４月１日現在）

支給総額（平成28年度） 1,322千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 57,478円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成28年度） 41.0％

手当の種類（手当数） ４

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交

渉手当 夜間特殊業務手当

(ｅ) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 2 8 年 度 ） 18,024千円

職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 392千円

支 給 実 績 （ 平 成 2 7 年 度 ） 20,815千円

職員１人当たり平均支給年額（平成27年度） 463千円

（ 注 ） 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 額 を 算 出 す る 際 の 職 員 数 は 、「 支 給 実 績 」 と 同

じ 年 度 の ４ 月 １ 日 現 在 の 総 職 員 数 （ 管 理 職 員 、 教 育 職 員 等 、 制 度 上 時 間 外

勤 務 手 当 の 支 給 対 象 と は な ら な い 職 員 を 除 く 。） で あ り 、 短 時 間 勤 務 職 員

を 含 む 。

(ｆ ) そ の 他 の 手 当 （ 平 成 29年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人当

国 の 制
国 の 制 度 と

支 給 実 績 たり平均支給年

手 当 名 内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の
異 な る 内 容

（ 平 成 2 8 額

異 同 年 度 ） （ 平 成 2 8

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 10,000円 同 じ － 千 円 円

子 8,000円 7, 672 219,200

父 母 等 6,500円



特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 2 2

歳 年 度 末 ま で ） の 子 の 加 算 5,000円

住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 1,914 319 ,000

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 交通用具の区分 千 円 円

定期券又は回数乗車券等の価額 及び距離の区分 7,1 01 154,3 73

最高支給限度額 55,000円 が異なる。

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42, 600円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 支給額 30,000円 異 な る 加算額が異な 千 円 円

任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80キ る（国:距離に 2,3 04 460,800

ロ以上の場合加算（距離により5,000円～70,000 より5,000円～

円） 70,000円）。

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び 実 績 な し 実 績 な し

調 整 手 給 支給額が異な

当 支給額(月額) 5,000円～413,800円 る。

管 理 職 給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別 国：俸給の特 千 円 円

手 当 の 定 額 別調整額とし 6,804 680,448

支 給 額 41, 60 0円 ～ 130, 300円 て支給

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 に勤務する職員に支給

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額

×1/2)×４％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 って住居を移転した職員に支給

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×２％

る 手 当 ～６％

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当 千 円 円

務 手 当 与額×135/100 たりの給与額 1,715 95, 252

の算出方法が

異なる。

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５ 異 な る 勤務１時間当 千 円 円

務 手 当 時までの間に勤務した時支給 たりの給与額 1,408 87, 999

支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 の算出方法が

与額×25/100 異なる。

宿 日 直 支給額（勤務１回につき） 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

手 当 2,100円～30,000円

管 理 職 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要等によ 同 じ － 千 円 円

員 特 別 り勤務した管理職員に支給 実 績 な し 実 績 な し

勤 務 手 週休日又は休日に勤務した場合

当 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

（実働時間が６時間を超える場合 6,000円～

18,000円）

平日の午前０時から午前５時までの間に勤務した

場合

支給額（勤務１回につき） 2,000円～6,000円



イ 病院局

(ア) 総括

a 定員適正化目標

今後の医療情勢を踏まえ、より適切な医療を提供するために必要とする職員を、経営状況

を勘案しながら適切に確保する。

(イ) 病院事業

ａ 職員給与費の状況

(ａ) 決算

総費用に占める
(参考)

区 分
総費用 純損益又は実 職員給与費

職員給与費比率
平成27年度の総費

Ａ 質収支 Ｂ
Ｂ／Ａ

用に占める職員給

与費比率

平成28 千円 千円 千円 ％ ％

年度 21,478,346 ▲ 1,005,968 9,062,166 42.2 38.7

区 分
職員数 給 与 費 １人当たり （参考）都道府県平均

Ａ 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 給与費Ｂ／Ａ １人当たり給与費

平成 28 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年度 1,011 3,960,868 2,240,338 1,386,145 7,587,351 7,505 7,394

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成29年３月31日現在の人数である。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成29年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

医 師 44.5歳 566,484円 1,469,268円

看 護 師 34.6歳 287,856円 439,902円

事務職員 42.6歳 326,158円 502,663円

（参考）一般行政職 43.7歳 340,241円 510,312円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ｃ 職員の手当の状況

(ａ) 期末手当・勤勉手当

島 根 県 （ 病 院 事 業 ） 島 根 県

１人当たり平均支給額（平成28年度） １人当たり平均支給額（平成28年度）

1,267千円 1,535千円

（平成28年度支給割合） （平成28年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.40 月分 1.55 月分 2.40 月分 1.55 月分

(1.25)月分 (0.85)月分 (1.25)月分 (0.85)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 ５～20％ 役職加算 ５～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 15～25％

（注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(ｂ) 退職手当（平成29年４月１日現在）

島 根 県 （ 病 院 事 業 ） 島 根 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤 続 2 0 年 20.445月分 25.55625月分 勤 続 2 0 年 20.445月分 25.55625月分

勤 続 2 5 年 29.145月分 34.5825月分 勤 続 2 5 年 29.145月分 34.5825月分

勤 続 3 5 年 41.325月分 49.59月分 勤 続 3 5 年 41.325月分 49.59月分

最高限度額 49.59月分 49.59月分 最高限度額 49.59月分 49.59月分



その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

１人当たり平均支給額1,261千円 22,881千円 １人当たり平均支給額3,628千円 22,438千円

（注） 「島根県（病院事業）」の「１人当たり平均支給額」は、平成28年度に退職した

病院事業職員に支給された退職手当の平均額である。「島根県」の「１人当たり平

均支給額」は、平成28年度に退職した全職種の職員の退職手当の平均額である。

(ｃ) 地域手当（平成29年４月１日現在）

支 給 実 績（平成28年度） 126,569千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 937,550円

支給対象地域・職種 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

医師・歯科医師 16％ 139人 0％

県内全市町村 0％ 946人 0％

(ｄ) 特殊勤務手当（平成29年４月１日現在）

支給総額（平成28年度） 345,172千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 360,681円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成28年度） 90.9％

手当の種類（手当数） 13

手当の名称 有害物取扱手当 特殊現場作業従事手当 特殊自動車等運転

手当 防疫作業等従事手当 死体取扱手当 精神保健業務手

当 夜間特殊業務手当 放射線取扱業務等従事手当 機能回

復訓練従事手当 医師手当 病院業務従事手当 航空業務従

事手当 浄化槽管理業務従事手当

(ｅ) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 2 8 年 度 ） 704,985千円

職員１人当たり平均支給年額（平成28年度） 730千円

支 給 実 績 （ 平 成 2 7 年 度 ） 716,869千円

職員１人当たり平均支給年額（平成27年度） 748千円

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度

の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支

給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

(ｆ ) そ の 他 の 手 当 （ 平 成 29年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人当

国 の 制
国 の 制 度 と

支 給 実 績 たり平均支給年

手 当 名 内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の
異 な る 内 容

（ 平 成 2 8 額

異 同 年 度 ） （ 平 成 2 8

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 10,000円 同 じ － 千 円 円

子 8,000円 77,119 173,300

父 母 等 6,500円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 2 2

歳 年 度 末 ま で ） の 子 の 加 算 5,000円

住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 118 ,434 272 ,263

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 交通用具の区分 千 円 円

定期券又は回数乗車券等の価額 及び距離の区分 45,9 84 61,9 73

最高支給限度額 55,000円 が異なる。

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上



2,100円～ 42, 600円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 支給額 30,000円 異 な る 加算額が異な 実 績 な し 実 績 な し

任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80キ る（国:距離に

ロ以上の場合加算（距離により5,000円～70,000 より8,000円～

円） 70,000円）。

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び 千 円 円

調 整 手 給 支給額が異な 480 ,075 3, 664,698

当 支給額(月額) 5,000円～413,800円 る。

管 理 職 給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別 国：俸給の特 千 円 円

手 当 の 定 額 別調整額とし 36,684 797,487

支 給 額 41, 60 0円 ～ 146, 400円 て支給

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 に勤務する職員に支給

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額

×1/2)×４％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 って住居を移転した職員に支給

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×２％

る 手 当 ～６％

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当 千 円 円

務 手 当 与額×135/100 たりの給与額 14,136 52,356

の算出方法が

異なる。

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５ 異 な る 勤務１時間当 千 円 円

務 手 当 時までの間に勤務した時支給 たりの給与額 75,735 119,456

支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 の算出方法が

与額×25/100 異なる。

宿 日 直 支給額(勤務１回につき） 同 じ － 千 円 円

手 当 2,100円～30,000円 12,777 513,710

管 理 職 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要等によ 同 じ － 千 円 円

員 特 別 り勤務した管理職員に支給 実 績 な し 実 績 な し

勤 務 手 週休日又は休日に勤務した場合

当 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

（実働時間が６時間を超える場合 6,000円～

18,000円）

平日の午前０時から午前５時までの間に勤務した

場合

支給額（勤務１回につき） 2,000円～6,000円

⑻ 退職者（管理職）の再就職状況

平成28年度末退職者（管理職）の再就職の状況

左のうち再就職した者

島根県に再就職した者 島根県以外に再就職した者

区分 退職者数 合計 再 任 用 職 非 常 勤 嘱 臨時職員 民 間 企 業 国 ・ 他 の 公 共 的 団

員 託職員 等 地 方 公 共 体等

団体

一般職員 87 58 19 2 0 20 2 15

教育職員 19 12 9 0 1 0 1 1

警察職員 11 9 0 0 0 6 1 2

計 117 79 28 2 1 26 4 18



（注）１ 「管理職」とは、退職時に課長級以上の職にあった職員

２ 「島根県以外に再就職した者」は、平成29年 5月 31日時点で民間企業等、国・他の地方公

共団体及び公共的団体等に再就職したとして届出があった者

３ 「再任用職員」とは、地方公務員法第28条の4又は第28条の5の規定により再度任用された

者

４ 「非常勤嘱託職員」とは、地方公務員法第3条第3項第3号の規定により任用された者

５ 「臨時職員」とは、地方公務員法第22条第2項の規定により任用された者

６ 「国・他の地方公共団体」へ再就職した者には、国又は他の地方公共団体との人事交流の

ため退職し、再就職した者は除く。

７ 「公共的団体等」とは、公益的法人、社会福祉法人等の民間企業等及び国・他の地方公共

団体以外の団体

８ 「一般職員」とは、教育職員及び警察職員を除く職員


